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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

2007年6月26日に提出いたしました第74期（自 2006年４月1日 至 2007年3月31日）有価証券報告書の記載事項の

一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。 

  

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

３ 配当政策 

６ コーポレート・ガバナンスの状況 

  

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

第一部 【企業情報】 

第４ 【提出会社の状況】 

  

 ３ 【配当政策】 

（訂正前） 

当社は、株主の皆様につきましては、安定した利益還元を維持すると共に、将来の事業展開と企業の体質強化

のために、内部留保にも留意し、業績の状況を総合的に考慮して配当を行ってまいります。 

以上の方針に基づき、当事業年度末配当は、2007年6月21日の第74回定時株主総会において1株につき12円と決

議されました。当事業年度の1株当たりの配当金は年12円、配当性向は17.0％となります。 

  

（訂正後） 

当社は、株主の皆様につきましては、安定した利益還元を維持すると共に、将来の事業展開と企業の体質強化

のために、内部留保にも留意し、業績の状況を総合的に考慮して配当を行ってまいります。 

また、毎事業年度における剰余金の配当につきましては、従来は、期末配当の年1回としておりましたが、株主

の皆様への利益分配の機会を増加させるため、今後は、中間配当と期末配当の年2回行ってまいります。これらの

剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会としております。な

お、当社定款において会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定めております。 

以上の方針に基づき、当事業年度末配当は、2007年6月21日の第74回定時株主総会において1株につき12円と決

議されました。当事業年度の1株当たりの配当金は年12円、配当性向は17.0％となります。 

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

（1）～（3）＜略＞ 

（訂正前） 

 （4）記載なし 

 （5）記載なし 

 （6）記載なし 

  

（訂正後） 

 （4）取締役の定数 



  当社の取締役は9名以内とする旨を定款で定めております。 

  

（5）取締役の選任の決議要件 

  当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めており

ます。 

  

 （6）株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項 

  当社は、自己の株式の取得について、将来の経営の機動性を確保するため、会社法第165条第2項の規定によ

り、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めておりま

す。 
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